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序章 計画の策定にあたって 
 

１． 計画策定の背景と趣旨 

 

 全国的に尐子高齢化が急速に進む中、子育て中の親や子どもを支援する次世代育成に関す

る施策の充実を図ることが急務となっています。国では、平成 15 年７月に「次世代育成支

援対策推進法」が制定され、地方公共団体や事業主の行動計画策定を進めるなど次世代育成

支援の推進を図ってきました。また、平成 15 年７月に制定された「尐子化社会対策基本法」

に基づき、平成 16 年６月に「尐子化社会対策大綱」が閣議決定され、「若者の自立とたくま

しい子どもの育ち」等の４つの重点課題が提示され、これに沿った具体的な計画である「尐

子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」（子ども・子育て応援プラン）

を踏まえ、様々な対策を実施してきました。 

 こうした取り組みにも関わらず、平成 17 年にわが国は初めて総人口が減尐に転じ、出生

数 106 万人、合計特殊出生率が 1.26 と過去最低を記録するなど、予想を上回る尐子化の進

行が見られました。このため、平成 18 年６月に尐子化社会対策会議で決定された「新しい

尐子化対策について」を踏まえ、尐子化対策の拡充、強化が図られました。 

 このような動向を踏まえ設置された「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議で

は、結婚や出産・子育てに関する国民の希望の実現のために必要なものについて検討が進め

られ、平成 19 年 12 月に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」）が

取りまとめられました。重点戦略では「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の実現」と「包拢的な次世代育成支援の枠組みの構築」が必要であると

され、この実現のため平成 19 年 12 月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」がとりまとめられました。憲章では、

就労による経済的自立が可能な社会、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、多

様な働き方・生き方が選択できる社会を目指すべきであるとし、企業や国民、国、地方公共

団体などの関係者が果たすべき役割を掲げています。また、行動指針においては、憲章が掲

げる社会を実現するために必要な条件を示すとともに、各主体の取り組みを推進するための

社会全体の目標を設定しています。 

このような国の次世代育成支援に関する一連の流れを受け、子どもが健やかに成長するこ

とができ、だれもが安心して子育てできる地域を築くため、草津市における子どもを取り巻

く様々な分野の施策を総合的に推進していくことができるよう、草津市次世代育成支援対策

地域行動計画（後期計画）を策定しました。 
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２． 計画の位置づけ 

 

 この計画は、平成 17 年度から 10 年間の時限立法として、平成 15 年７月に制定された

「次世代育成支援対策推進法」第８条第１項に基づく市町村行動計画に当たる草津市の行動

計画であり、平成 17 年３月作成の草津市次世代育成支援対策地域行動計画（以下「行動計

画（前期）」という。）の後期の計画として策定しました。 

子どもや子育て家庭などを対象とし、行動計画（前期）の取り組みについて、評価・検証

をした上で、草津市が今後進めていく子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めるもの

です。 

また、市の上位計画である「草津市総合計画」の部門別の個別計画として、草津市の施策

を総合的・一体的に進めるため、関連計画とも整合性を保ちながら策定しました。 

 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市総合計画 

次世代育成支援対策地域行動計画 

 
高齢者保健福祉計画介護保険事業計画 

 

障害者基本計画・障害福祉計画 

 

教育振興基本計画 

 
男女共同参画推進計画 

 
健康くさつ２１ 

 

その他の計画 

・まちづくり・環境 

・交通   ・住宅  など 

地域福祉計画 

食育推進計画 
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３． 計画の期間 

 

この計画の期間は、平成 17 年度から平成 21 年度を期間として策定した行動計画（前期）

に引き続き、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間を期間とする行動計画（後期）と

して策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 計画の策定体制 

 

 計画の策定にあたり、保育・教育機関、関係団体の代表、市民の代表で構成する「草津市

次世代育成支援対策協議会」において、計画策定に関する協議を行いました。 

 

平成 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 年度 

行動計画（後期）【本計画】 

行動計画（前期） 

見直し 
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第１章 草津市の子どもと家族の状況 
 

概 況 

 本市の人口は、滋賀県全体と比べても高い伸び率で増加しており、今後もその傾向は続く

ものと考えられますが、一方で児童数については横ばい若しくは若干減尐傾向にあります。 

 全国的な流れよりは緩やかではありますが、確実に尐子高齢化が進行しています。 

また、１世帯あたりの世帯人員が年々減尐しており、核家族化も進行しています。 

 
 

１． 統計からみる子どもと家族の状況 

 

（１）人口 

①総人口の推移 

本市の総人口を見てみると、増加傾向にあり、平成 17 年の国勢調査では 121,159 人と

なっています。 

 

■人口の推移（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

87,542 
94,767 101,828 

115,455 121,159 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

（人） 
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22,396 19,478 16,911 17,034 17,593

58,768 67,027 74,664
85,165 86,477

6,372

7,994 10,232 13,059 16,738

0

50,000

100,000

150,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

25.6 20.6 16.6 14.8 14.5 

67.1 70.7 73.3 73.9 71.4 

7.3 8.4 10.0 11.3 13.8 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（％）

 

②年代別人口推移 

国勢調査からの年代別の人口推移を見てみると、15～64 歳、65 歳以上人口では増加し

ています。また、０～14 歳人口は平成７年まで減尐傾向にありましたが、平成 12 年からは

総人口の増加に伴い、増加しています。構成比を見てみると、年々、15～64 歳、65 歳以

上人口の割合が増加し、０～14 歳人口の割合が減尐しています。 

 

■年代（３区分）別人口推移（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年代（３区分）別人口構成比（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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13.7 

15.4 

14.5 

65.8 

66.4 

71.4 

20.1 

18.1 

13.8 

0 20 40 60 80 100

全国

滋賀県

草津市

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（％）

131,875 135,041 135,435

0

50,000

100,000

150,000

平成22年 平成27年 平成32年

（人）

 

平成 17 年の国勢調査のデータで滋賀県や全国と比較すると、15～64 歳の人口比率が、

県、全国を上回っており、０～14 歳は全国をやや上回っていますが、県の値よりは尐なく

なっています。65 歳以上の人口比率は、県、全国に比べ低い値となっています。 

 

■年代（３区分）別人口構成比（滋賀県、全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平成 31年までの人口推計 

国勢調査を基に、平成 32 年までの人口を推計すると、平成 22 年では 131,875 人、平

成 27 年（2015 年）では 135,041 人、平成 32 年（2020 年）では 135,435 人と予測

されます。 

また、年代別の割合は、０～１4 歳人口は減尐傾向、65 歳以上人口が増加傾向にあり、尐

子・高齢化社会が進行するものと予測されます。 

 

■人口推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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14.5 13.4 11.9

68.3 65.5 64.8

17.1 21.1 23.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成22年 平成27年 平成32年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（％）

1,203 1,111 1,211 1,171 1,200

10.5

9.6
10.4

10.0 10.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0

500

1,000

1,500

2,000

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

（人） （％）

 

■年代別人口割合（推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）出生の状況 

出生数を見てみると、平成 17 年は 1,111 人と尐なくなっていますが、その他はほぼ

1,200 人前後となっています。 

また、出生率を見てみると、出生数と同様に平成 17 年に 9.6 と尐なくなっていますが、

その他は 10.0～10.5 の間を推移しており、平成 20 年は 10.1 となっています。 

 

■出生数と出生率（人口千人あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康増進課事業年報（各年 10月 1日現在） 
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93.3 93.8 95.2 97.3 98.0 

92.9 92.9 93.0 93.3 
94.1 

92.1 92.2 92.3 92.9 93.4 

62.4 65.7 68.0 71.5 76.2 

60.4 
62.8 66.4 

66.7 68.9 

60.4 
64.4 

64.8 69.3 
71.4 

24.3 
29.4 35.1 

39.2 

45.1 

23.8 
27.7 

31.4 
37.3 

41.8 
28.1 32.6 

37.3 42.9 
47.1 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

草津市 20～24歳 滋賀県 20～24歳 全国 20～24歳

草津市 25～29歳 滋賀県 25～29歳 全国 25～29歳

草津市 30～34歳 滋賀県 30～34歳 全国 30～34歳

（％）

（３）婚姻の状況 

婚姻の状況を見てみると、婚姻件数は平成 17 年以降、増加傾向にあり、平成 20 年には

759 件となっています。 

離婚件数については、平成 19 年に 179 件と尐なくなっていますが、その他の年では 190

件～198 件と 190 件台を推移しています。 

 

■婚姻・離婚件数（市受理件数） 

 婚姻（組） 離婚（組） 

平成 16年 724 198 

平成 17年 657 191 

平成 18年 732 190 

平成 19年 756 179 

平成 20年 759 195 

 

（４）未婚率 

本市の 20～34 歳における未婚率の状況を見てみると、増加傾向にあります。特に女性の

各年代と、男性の 30～34 歳において、未婚率の増加傾向が強くなっています。 

滋賀県や全国の値と比較しても、20～24 歳の男女、25～29 歳の男女の割合は高くなっ

ています。 

 

■男性の未婚率の推移 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：草津市統計書（各年 10月 1日現在） 
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26,816

31,184

39,134
43,462

48,260 48,864

3.44 

3.12 

2.77 2.62 2.47 2.46 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成元年 平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成21年

（人） （人）

80.2 
85.4 88.2 92.1 93.3 

81.4 
85.3 86.5 87.7 

88.7 
81.0 85.0 

86.3 87.9 
88.7 

22.2 

34.9 
44.6 

53.4 
61.9 

27.9 
32.1 

41.7 
48.8 

55.0 

30.6 
40.2 

49.0 

54.0 
59.0 

5.2 9.1 
15.0 

21.4 

28.1 

5.6 
8.1 

12.4 
19.2 

25.4 10.4 

13.9 

19.9 
26.6 

32.0 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

草津市 20～24歳 滋賀県 20～24歳 全国 20～24歳

草津市 25～29歳 滋賀県 25～29歳 全国 25～29歳

草津市 30～34歳 滋賀県 30～34歳 全国 30～34歳

（％）

■女性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）世帯の状況 

世帯の状況を見てみると、世帯数は年々増加傾向にあり、平成 21 年６月末現在の住民基

本台帱では 48,864世帯となっています。一方、１世帯あたりの世帯人員は減尐傾向にあり、

平成 21 年６月末現在では 2.46 人となっています。 

世帯の類型は、核家族世帯の割合が多く、単独世帯の割合が増加しています。また、核家

族世帯の内訳は、夫婦と子どもからなる世帯が平成７年では 67.0％、平成 17 年では 58.5％

となっており、平成７年に比べて夫婦のみの世帯の割合が増加しています。 

 

■世帯数と 1世帯あたりの世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：草津市統計書（各年 10月 1日現在、平成 21年は６月末現在） 

資料：国勢調査 
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56.8 50.8 51.2

15.0
11.4 9.8

0.1
0.3 0.5

28.1
37.5 38.6

0.0

20.0
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80.0

100.0

平成７年 平成12年 平成17年

核家族世帯 その他の親族世帯

非親族世帯 単独世帯

（％）

1.8 1.6 2.0

36.8 44.5

24.4

59.6
52.0

71.6

1.9 1.9 1.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

総数 男性 女性

第１次産業 第２次産業

第３次産業 分類不能

（％）

1.9 1.8 1.9

30.8
38.6

18.7

65.4
57.6

77.5

1.9 2.0 1.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

総数 男性 女性

第１次産業 第２次産業

第３次産業 分類不能

（％）

23.7 27.5 30.3

67.0 62.5 58.5

1.7 1.7 1.7
7.7 8.2 9.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成７年 平成12年 平成17年

夫婦のみの世帯 夫婦と子どもからなる世帯

男親と子どもからなる世帯 女親と子どもからなる世帯

（％）

■世帯の類型                 ■核家族世帯の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）就労の状況 

本市における産業別の就労状況を見てみると、男女ともに第三次産業に従事する人の割合

が増加し、第二次産業に従事する人の割合が減尐しています。 

 

■産業別就業者数 

＜平成 12年＞                 ＜平成 17年＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女別の就業率は、男性では、25～29 歳で 79.0％となり、30～59 歳まで 90％台で

推移しています。一方女性では、20～29 歳では 60％台となっていますが、30～34 歳で

54.8％、35～39 歳で 56.5％に減尐し、再び 40 歳代から 60％台に増加するという「M

字型」の就労状況となっています。 

 

資料：国勢調査 資料：国勢調査 
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15.2 

39.0 

79.0 

88.7 90.7 93.0 92.7 93.4 
90.0 

65.6 

29.7 

15.3 

57.9 
69.4 

54.8 

56.5 

65.4 
68.2 

65.3 

53.5 

32.6 

10.9 

0 
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100 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

男性 女性

（％）

2,086
2,057 2,044 2,055 2,100

1,560 1,545 1,525 1,525 1,564

0

1,000

2,000

3,000

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

保育所・園（公立・私立） 幼稚園（公立・私立）

（人）

■年代別就業率（平成 17年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）保育所・園、幼稚園児数の状況 

保育所・園、幼稚園児数を見てみると、平成 18 年度に保育所・園児数、幼稚園児数とも

に若干減尐していますが、保育所・園児数では 2,100 前後、幼稚園児数では 1,550 前後と

なっています。 

 

■保育所・園、幼稚園児数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：子ども家庭課 
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２． 前期計画における取り組み 

 

（１）各種事業の利用状況 

 

（最新データが 10 月以降に出揃うため、項目のみを表示しています。） 

 

１．母子保健事業の状況 

 

２．保育サービス等の状況 

 

３．幼稚園の状況 

 

４．小学校の状況 

 

５．児童虐待への対応状況 

 

 

（２）前期目標事業量の達成状況 

 

（第１回協議会で報告した数値と同様になる予定です。）
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（３）基本目標に基づく前期計画の評価 

前期計画で設定した基本目標に対し５年間に取り組んだ事業を評価するとともに、後期計

画で特に取り組みが必要な事項を検討しました。 

 

①子どもたちがたくましく育つことができる環境づくり 

  多様な体験機会の充実や、多くの人々との出会いの中で、子どもたちの五感を刺激し、 

 自ら考え行動できる力を育む環境づくりに取り組むとともに、学校教育をはじめとした 

各種の教育の充実に努めます。 

 また、虐待等により援助を要する子どもたちへの支援を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★前期計画で実施した事業  (  )内は担当課名 

 

●多様な体験機会の充実 

・各学校の実態に応じて芸術文化鑑賞学習 ex本物の舞台芸術体験事業（学校教育課） 

・５月５日と毎週土曜日の児童生徒の交流館、本陣の無料化（文化財保護課） 

・各学校にて伝統文化の技を持つ地域の大人が講師となり体験活動の推進（学校教育課） 

●子どもたちの視野を広げる交流の推進 

・小学校英語活動の一環として立命館大学留学生の招聘（学校教育課） 

・家庭教育シンポジウムの実施（生涯学習スポーツ課） 

●学校教育の充実 

・情報教育の一環として校内 LANの整備（学校教育課） 

  ・登下校時にボランティアによるパトロールの実施（学校教育課） 

  ・小中学校「食に関する指導全体計画」の策定（学務課） 

●援助を要する子どもへの支援 

・発達障害者支援センターの開設（子ども家庭課）   

・児童ディサービスセンターの移転充実（子ども家庭課） 

・すこやか訪問（子ども家庭課・健康増進課） 

・ことばの教室の指導員の増員（学校教育課）  

・やまびこ教室の相談方法（来室、電話、巡回）の変更（学校教育課） 

・学校に特別支援教育支援員の増員（学校教育課） 

●児童虐待の防止 

・家庭児童相談員の増員（子ども家庭課） ・要保護児童対策協議会の設置（子ども家庭課） 

・各幼稚園、小中学校に虐待対応教員を設置(学校教育課) 

●情報教育の推進  

  ・市内小中学校の LAN 整備(学校教育課) 
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②心身ともに健やかな育ちを支援するしくみづくり 

 次世代を担う子どもたちと家族が心身ともに健やかに過ごすことができるよう、 

妊娠期における健康保持をはじめ、乳幼児健診の充実、食育の推進など、母子保健 

対策や健康づくり支援を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★後期計画で特に取り組むべき事項 

 

●多様な体験機会や交流機会の充実 

 ・子どもが参加できるようなしくみづくりとしかけの工夫 

 ・就学前児童対象事業の充実 

 

●就学前教育の充実 

 ・家庭、幼稚園、保育所、地域等それぞれの教育力の機能を生かし、家庭教育力の向上と意識を

高めるための支援 

 

●援助が必要な子どもの支援 

・子育て親子の孤立化や不安の解消   

・援助が必要な子どもに対しての理解と支援体制の充実 

 

★前期計画で実施した事業  (  )内は担当課名 

 

●妊娠・出産への支援  

・妊産婦健診費用 14回公費負担助成（H21度から）（健康増進課） 

 

●食育の推進    

・食育推進計画の策定(健康増進課) 

・学校食育推進検討委員会の立ち上げ（学務課） 

 

●小児医療体制の充実 

  ・ 小児救急医療センターの設置（健康増進課） 
 

 

★後期計画で特に取り組むべき事項 

 

●子どもと家族の健康生活支援 

 ・乳幼児健診、すこやか訪問等の実施は今後も継続し、支援のしくみづくりについて推進 

 

●小児医療体制の充実   

・小児救急医療センター体制の充実を図ることで達成度は上がった。 

今後は、小児救急医療および地域の医療機関の情報提供等を充実していく。 
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③子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり 

市全体で子育ての重要性を理解し、支援する意識づくりを進めるとともに、多様 

な主体の協働のもと、子育て仲間と出会いの場づくりや、子育ての知恵を継承する 

場づくりなど、子育ての孤立化を防ぎ、子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づ 

くり、困った時に相談できる場づくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④すべての子育て家庭を支援するしくみづくり 

 

 

 

④すべての子育て家庭を支援するしくみづくり 

 保育所や放課後児童クラブにおける保育サービスの充実による仕事と子育ての両

立支援や、一時保育などの多様なニーズに応えるサービス提供、子育ての経済的負担 

の軽減など、すべての子育て家庭を支援するしくみの充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

★後期計画で特に取り組むべき事項 

 

●人権感覚を磨く 

 ・子どもの人権、男女の人権を尊重し、子どもが育つ環境がよりよくなるよう、啓発活動の継続 

 ・家庭内での人権意識の高揚 

 ・男女協働参画社会を推進するため、事業所に理解・推進を求める 

 

●子育ての相談や子育て親子が集える場所づくり 

 ・子育ての相談や子育て親子が交流できる場所や機会づくり 

・家庭での子育て力を育てるため子育てに関する学習機会の提供 
  

● 子育て情報の充実 

・ホームページの充実、情報拠点の整備 

 

★前期計画で実施した事業  (  )内は担当課名 

 

●子育てに関する相談や学習機会の充実  

・家庭児童相談員の増員（子ども家庭課） 

・すこやか訪問（子ども家庭課・健康増進課） 

 

●子育て仲間との出会いの場づくり 

  ・つどいの広場設置（子ども家庭課） 

 

★前期計画で実施した事業  (  )内は担当課名 

 

●仕事と子育ての両立を支援する保育サービスの充実 

  ・児童育成クラブの新設（保育課） 

  ・延長保育、一時保育の実施保育所数の増（保育課） 

・ファミリーサポートセンター事業開始（子ども家庭課） 
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⑤安全なまちづくり 

 防犯や交通安全への取り組みを充実するとともに、歩道や公園、各種施設において、 

子どもたちとともに安心して外出できる環境整備に努めるなど、安全・安心なまち 

づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★後期計画で特に取り組むべき事項 

 

●保育を必要とする家庭の支援 

 ・一時保育、病児・病後児保育等のさらなる充実 

・ 待機児童の解消 

 

●就労環境の充実 

 ・子育てする人の就労環境の整備について、事業者への働きかけ 

 

★後期計画で特に取り組むべき事項 

 

●子どもと家族が安心して暮らせるまちづくり 

 ・地域との連携 

・公園等の安全な遊び場の整備 

 

●子育てしやすい住環境づくり  

・行政の工事については継続したバリアフリー化等の推進 

・行政・市民・地域・事業者がそれぞれの立場からよりよい住環境づくりに取り組めるよう意識

の向上 

 

★前期計画で実施した事業  (  )内は担当課名 

 

●子どもと家族が安心して暮らせるまちづくり 

  ・青色回転灯の配備（危機管理課） 

  ・不審者情報の提供（危機管理課） 
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単位：％

51.4

79.6

8.5

21.7

3.2

14.1

35.6

5.6

0.5

16.4

2.9

44.8

78.8

6.7

15.3

4.2

38.3

7.9

4.2

12.7

1.8

37.9

73.8

7.3

12.5

7.3

1.6

37.5

13.3

4.8

2.8

6.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

急な残業・仕事が入ってしまう

自分や子どもが急に病気になった時

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どもの他に面倒を
みなければならない人がいる

子どもの保育所などが見つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

就労していないのでわからない

不明・無回答

   就学前 N=554 

  小学生 N=504 

  中学生 N=248 

３． 後期計画策定に求められているもの 

 

後期計画の策定においては、前期計画の評価を踏まえ、更に市民ニーズ調査結果及び子育

て支援に従事している関係機関・団体にヒアリング調査を行ったうえで、草津市における課

題（求められているもの）を検討しました。 

 

■仕事と子育ての両立を支援する取り組み  
 

女性の仕事と家庭の両立は進みつつありますが、それに対して子どもが急な病気になった

時や残業など急な仕事が入った時の対応については、家族や友人など身近な関係の中では対

応できない状況にあります。 

企業においても、さまざまな子育て支援制度を導入していますが、有給休暇取得面などか

ら、制度が浸透するまでには至っていません。一方、子育て支援に関しては、ファミリー・

サポート・センターのような個々に応じた対応をしてくれる制度が必要とされるなか、制度

の周知とともに、企業、行政が連携し、社会全体で子育てを支える取り組みが必要とされて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査結果＞ 

≪仕事と子育ての両立で大変と感じること≫ 
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単位：％

59.9

52.0

35.2

48.7

12.6

31.9

4.3

12.5

8.1

41.3

60.5

26.2

37.1

13.7

26.2

6.2

12.3

5.0

76.6

38.3

25.8

16.9

12.1

2.8

8.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

延長保育や一時保育、放課後
児童クラブなどの保育サービス

同居の家族が子育てに協力してくれること

育児休業や介護休業などの取得

フレックスタイムや短時間勤務などの活用

家族や隣近所、知人などからの保育所や
サービス等に関する情報提供

市役所や市の機関などからの保育所や
サービス等に関する情報提供

その他

就労していないのでわからない

不明・無回答

単位：％

20.8

59.7

4.3

19.7

14.3

0.9

24.0

55.2

6.3

31.0

11.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

日常的に祖父母等の親族に
預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族に預かって

もらえる

日常的に子どもを預けられる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には
子どもを預けられる
友人・知人がいる

いずれもない

不明・無回答  
   就学前 N=554 

   小学生 N=504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪仕事と子育ての両立で必要なこと≫ 

≪日頃、お子さんを預かってもらえる人はいますか≫ 

   資料：草津市次世代育成支援対策地域行動計画策定に伴うニーズ調査 

 

 
   就学前 N=554 

   小学生 N=504 

   中学生 N=248 
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単位：％

8.3

42.8

28.3

5.2

13.5

1.8

11.5

36.1

30.8

7.1

13.1

1.4

12.1

36.3

31.9

6.9

9.7

3.2

0 10 20 30 40 50

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない

全く感じない

なんともいえない

不明・無回答

単位：％

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.8

7.2

30.5

39.8

11.5

8.2

1.1

0.4

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.7

9.0

30.2

38.7

10.9

8.5

0 10 20 30 40 50

1時～2時

3時～4時

5時～6時

7時～8時

9時～10時

11時～12時

13時～14時

15時～16時

17時～18時

19時～20時

21時～22時

23時～24時

不明・無回答

 
  就学前 N=512 

  小学生 N=457 

 

■子育ての孤立化・不安の解消  

 

ニーズ調査結果から、子育て中の母親の多くは何らかの丌安や悩みを抱えていることがう

かがえますが、これらの丌安や悩みの相談相手として望まれる父親は帰宅時間が遅い家庭が

多く、さらに、幼稚園や保育園に通わない家庭では、専門家への相談もできず日中母親と子

どもだけで過ごす時間が多くなり、母親のストレスが増大することが危惧されます。 

子育ての丌安の解消は、子育ての孤立化を防ぐことにあると考えられることから、情報発

信の充実とともに、気軽に相談できる場や機会を充実させる必要があります。また、行政が

主体的に実施すべき施設整備については今後も積極的に推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪子育てに関して丌安感や負担などを感じるか 

≪父親の帰宅時間≫ 

 
  就学前 N=554 

  小学生 N=504 

  中学生 N=248 
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単位：％

81.8

72.7

71.1

21.3

13.9

28.7

4.5

5.6

28.2

7.2

2.5

0.2

0.7

0.4

0.4

0.0

1.4

0.4

0.4

1.3

0.4

1.6

74.4

60.5

69.4

22.2

23.8

32.5

2.0

2.4

24.4

4.2

0.8

0.0

0.4

0.2

1.0

0.0

0.0

0.4

1.6

0.8

2.2

3.6

69.8

52.8

55.6

12.5

18.5

16.1

4.4

16.5

5.6

0.4

0.8

0.0

1.6

0.4

0.0

0.4

0.0

1.2

1.2

2.0

2.4

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

配偶者・パートナー

親族(親、きょうだいなど)

友人

隣近所の人

職場の人

保育園、幼稚園、学校の保護者の仲間

子育てサークルの仲間

インターネット

保育士、幼稚園の先生、学校の先生

医師・保健師・看護師など

子育て支援センター

母子自立支援員（母子相談員）

民生委員・児童委員、主任児童委員

民間の電話相談

教育相談（適応指導教室など）

保健所

保健センター

少年センター「あすくる」

児童館

教育相談室

その他

相談相手がいない

相談することはない

不明・無回答

 
   就学前 N=554 

   小学生 N=504 

   中学生 N=248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪子育てに関する悩みの相談先≫ 

資料：草津市次世代育成支援対策地域行動計画策定に伴うニーズ調査 
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単位：％

80.7

37.5

29.4

25.3

41.3

29.6

20.4

27.1

7.6

54.9

58.3

15.9

6.7

2.7

77.6

16.1

19.6

19.6

44.8

17.5

25.8

11.7

43.7

54.0

9.3

3.0

3.8

63.7

17.3

23.0

25.4

43.5

19.0

28.2

10.9

37.9

8.9

5.2

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

子どもが安心して遊べる場所づくり

子どもだけで安心して遊べる
場所づくり

親子が安心して集まれる
身近な場や機会がほしい

親子で楽しめる観劇、音楽会などの
文化事業の充実

子育てに困った時に相談したり情報が
得られる場の充実

安心して子どもが医療機関にかかれる
体制を整備してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進などを
企業に対して働きかけてほしい

育児休業・介護休暇の取得促進などを
企業に対して働きかけてほしい

学校行事に参加するための休暇の取得
促進などを企業に対して働きかけてほしい

再就職についての支援の充実

子育てサ－クルへの支援をしてほしい

公園や歩道の整備をしてほしい

児童手当の充実

家事・育児・子育て支援ヘルパーの充実

家事支援サービスの整備

その他

不明・無回答

 
   就学前 N=554 

   小学生 N=504 

   中学生 N=248 

 

■案全・安心な子育て環境づくり  

 

安全・安心な子育てについては、公園や歩道の整備など子育てしやすい環境づくりが求め

られているなか、犯罪や事故の防止などについては、施設の安全対策や地域での「声かけ」、

「パトロール」などが望まれています。行政が主体的に実施すべき施設整備については今後

も積極的に推進していく必要がありますが、地域で取り組める事業については、市民が参加

しやすいしくみづくりが必要です。 

また、医療面から安全・安心な子育て環境を構築するなかで、病院のコンビニ化を防ぐ必

要があります。今後、医師丌足に加え、医師の労働環境の悪化も懸念され、本当に救急医療

が必要な人が受診できるよう、また、市全体の安全・安心な医療環境の確保からも、節度あ

る医療機関の利用が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪子育て支援で力を入れてほしいこと≫ 
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N=504

40.1

39.5

53.2

10.7

28.4

58.1

40.1

1.2

5.2

0 20 40 60 80 100

地域の交通安全活動の充実・強化

歩行者や自転車のための交通安全施設
（ガードレール･歩道）の整備

地域ぐるみのパトロールなど子どもを犯罪から
守るための取り組み

公園の遊具や安全性の確保

不審者の進入防止など、学校の安全対策

通学路や子どもの遊び場の安全対策

犯罪にあいそうになった時の対応についての教育

その他

不明・無回答

単位：％

 

N=248

27.8

13.7

27.4

42.3

6.0

12.1

0 10 20 30 40 50

身近に相談できる人がいるといい

身近に子どもの面倒を見てくれる人がいるといい

地域の行事に参加しやすくしてほしい

子どもの見守り体制を強化してほしい
（夜のパトロールや、声かけなど）

その他

不明・無回答

単位：％

 

単位：％

33.2

38.1

7.9

59.2

37.9

62.5

0.9

2.3

30.4

38.5

9.9

68.3

26.0

54.4

1.8

5.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自分の知識や体験を生かして地域活動が
できる人

子どもの自然体験、社会体験活動などを
提供できる人

地域の伝統や文化を伝え、郷土愛を育てる人

地域の子どもにあいさつなどの声かけや子どもを
ほめたり、しかったりできる人

子どもの育成に専門知識を持ち、保護者や

子どもが相談や世話を頼んだりできる人

登下校の見守りや声かけなど、

子どもの安全確保に取り組める人

その他

不明・無回答

 
  小学生 N=504 

 
  中学生 N=248 

 
  就学前 N=554 

  小学生 N=504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪子どもの安全を守るために重要と思うもの≫ 

≪子育てについて地域に担ってほしいこと≫ 

≪子どもの育成のため、地域で必要な人≫ 

資料：草津市次世代育成支援対策地域行動計画策定に伴うニーズ調査 
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56.2 32.2 7.7 2.1 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般 N=233

そう思う まあそう思う あまりそうは思わない そうは思わない 不明・無回答

z

10.3 88.4 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般 N=233

取り組んでいる 取り組んでいない 不明・無回答

19.4 31.6 35.0 14.1 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般 N=206

そう思う まあそう思う あまりそうは思わない そうは思わない 不明・無回答

 

 

■地域ぐるみの子育て支援  

 

ニーズ調査の結果から、市民の子育て支援への参加意欲が比較的高いことがうかがえます。

一方、取組みたくない理由としては、「きっかけがない」や「責任が重そう」が上位にあがっ

ていることから、きっかけづくりや参加しやすい環境づくりを進めていく必要があります。 

今後、行政だけでなく、市民・団体・企業等が連携し、地域で取り組める内容については、

市民が参加しやすいしくみづくりを構築し、地域ぐるみでの子育て参加を推進する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今後の子育てに対して、地域での取り組みが必要と思うか≫ 

≪地域での子育て活動に取り組んでいるか≫ 

≪地域での子育て活動に取り組みたいか≫ 

資料：草津市次世代育成支援対策地域行動計画策定に伴うニーズ調査 
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第２章 計画の基本的な考え方 
  

すべての子どもの人権が尊重され、夢や希望をもって個性や可能性を伸ばすことができる

環境づくりや、地域社会全体で未来の宝である子どもの健やかな成長を見守り、支援するこ

とにより、子どもと大人がともに育ちあうとした前期計画の基本理念（「子どもの人権が尊重

され、子どもと大人がともに育ちあい、笑顔輝くまち草津」）は、未だ色褪せるものではなく、

今後も引き続き推進に努めます。 

なお、基本理念の達成に向けての基本目標やこれを構成する基本施策については、平成 17

年度から平成 21 年度までの前期計画で積み残した課題や、市民ニーズ調査等に基づく課題

について重点的に取り組むために各事業の見直しを行ない、各事業がめざすべき目標等を整

理した結果、一部整理統合することとなりました。 

 

１． 基本理念 

 「生まれてきてくれて、ありがとう。」子どもたちの誕生の瞬間、誰もがこう感じるのでは

ないでしょうか。本市に生まれ、育つ子どもたちが誇りをもって、心豊かな人生をおくって

ほしい。そのために、今、私たちにできることは何でしょう。 

 一人ひとりの大切な命。子どもたちの人権を尊重し、子どもたちの育ちを見守る中で、た

くさんの人々が子どもたちや、子育てをする人々に関わっていきたい。そして、どの子も、

どの子育て家庭も安心して地域の人々とともに暮らしていける環境をつくっていきたいと考

えます。 

私たちのふるさと草津市には、本陣をはじめとした歴史的資源や、湖岸や川辺、美しい田

畑、あおばな等の特色ある産物、事業所の集積、市民発意の活動など、多様な資源がありま

す。これらを生かして子どもたちに多くの出会いと体験の機会を提供し、その中で、子ども

たちの思いに触れ、関わり合って、大人たちもたくさんのことを学ぶことができます。こう

した取り組みを重ね、子どもたちの育ちとともに歩んでいきたいと考えています。 

たくさんの出会いが子どもたちの笑顔を育て、子どもたちの笑顔がたくさんの出会いをつ

ないでいきます。市民をはじめ事業者、行政など多様な主体が連携し、協働することで、子

どもと大人がともに育ち合い、笑顔輝くまち草津をめざして、取り組みを進めていきましょ

う。 

 

子どもの人権が尊重され、子どもと大人がともに育ちあい、 

笑顔輝くまち草津 
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２． 基本目標 

 

 基本目標とは、基本理念として掲げた本計画がめざす次世代育成支援の姿を実現するため

に、各施策の分野ごとに定めた目標です。 

 以下で定める基本施策やリーディングプロジェクト、各論における各事業は、これらの基

本目標を達成するために実施します。 

 

はぐくみ 子どもたちがたくましく育つことのできる環境づくり 

 地域資源を活かした多様な体験機会の充実や、次代を担う人づくりに努めるとともに、学

校教育をはじめとした各種教育の充実に努めます。 

また、教育環境の充実を図るとともに、学校、地域、家庭が連携して、子どもたちがたく

ましく育つことのできる環境づくりを進めます。 

 

すこやか 心身ともに健やかな育ちを支援する仕組みづくり 

次世代を担う子どもたちとすべての住民が健康で明るく暮らすことができるよう、妊娠

期・出産期における体制の整備をはじめ、乳幼児健診の充実や食育の推進、小児医療体制の

充実など、子どもたちが心身ともに健やかな育ちを支援する仕組みづくりを進めます。 

 

 

きょうりょく 子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり 

 住民と行政がお互いの役割を認識し、協力し合いながらより良い子育て環境のまちづくり

を推進していきます。そのため、多様な主体の協力のもと、人との出会いの場づくりや、子

育ての知恵を継承する場づくり、困った時に相談できる場づくりを行ない、子育ての孤立化

を防ぎ、子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくりを進めます。 

 

あんしん 安全・安心なまちづくり 

防犯や防災、交通安全への取り組みを充実するとともに、子育てに配慮した歩道や公園、

各種施設の整備に努めるなど、安全・安心して子育てできるまちづくりを進めます。 

また児童虐待の防止・早期発見に努めるとともに、援助を要する子どもへの支援に努め 

ます。 

 

 



27 

 

 

■草津市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）基本目標イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“きょうりょく” 

子どもの人権が尊重され、子どもと大人がとも

に育ちあい、笑顔輝くまち草津 

“あんしん” 

“はぐくみ” 

“すこやか” 

●子育ての喜びや悩みを 

分かち合える環境づくり 

●安全・安心なまちづくり 

●子どもたちがたくましく育

つことのできる環境づくり 

●心身ともに健やかな育ち

を支援するしくみづくり 

子どもの人権が尊重され、 

 子どもと大人がともに育ちあい、 

      笑顔輝くまち草津 
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３． 後期計画におけるリーディングプロジェクト 

 

次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）における５年間の重点的取り組みを以下に

示し、基本施策とともに、積極的な推進を図り、安心して子育てできる環境の創出を図りま

す。 

 

（１）リーディングプロジェクトの位置づけ 

本計画の基本理念「子どもの人権が尊重され、子どもと大人がともに育ちあい、笑顔輝く

まち草津」の実現に向けて、前期計画の評価やニーズ調査等から見えてきた課題を踏まえ、

計画の全体をリードし、計画の効果を高める施策を「リーディングプロジェクト」と位置づ

け、推進していきます。 

 

（２）リーディングプロジェクトの推進 

「リーディングプロジェクト」については、次の 4 項目を掲げ、基本計画との整合性を図りな

がら取り組みを推進します。 

 

プロジェクト名 内容 

確かな学力の向上、豊か

な心の育成 
生きる力の土台となる確かな学力や豊かな人間性を身につけさせて

いくため、学校・家庭・地域が連携して取り組みを推進します。 

 

プロジェクト名 内容 

仕事と子育ての両立をサ

ポートする保育サービス

の充実 

多種多様化する保育ニーズに迅速に対応するとともに、将来の需要に

効果的かつ柔軟に対応し、仕事と子育ての両立をサポートします。 

 

プロジェクト名 内容 

地域における子育て支援

の充実 

子育てに困っている保護者や、不安を抱えがちな在宅で乳幼児を育て

る家庭に対して、安心して子育てができる環境を整備し、交流ができ

る場、情報発信、相談体制のさらなる強化を図ります。 

 

プロジェクト名 内容 

特別な配慮を要する家庭

への支援 

児童虐待やひとり親家庭、障害児等、個々に応じた相談・支援などの

自立支援を充実して、全ての子どもたちが自分自身の未来を切り拓い

ていく社会をめざします。 
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取り組み 内   容 

「地域協働合校」の活動推進 
大人と子どもがともに活動することを通じて、子どもた

ちが地域で伸びやかに過ごせる居場所づくりを進めま

す。 

 

取り組み 内   容 

学校教育の推進 

子ども自ら課題を見つけ、自ら学び、考え、主体的に判

断し、行動し、よりよく問題を解決していく資質や能力

を育む教育を進めます。 

 

（上記取り組みに加え、現在策定中の教育振興基本計画に基づく取り組みを掲載 

する予定です。） 

 

確かな学力の向上、豊かな心の育成 

 内 容 

 

 主な取り組み 

 

大人と子どもが共に学び育つ地域学習社会をめざした“地域協働合校”に引き

続き取り組み、地域社会の支援を受けながら、学校と家庭が一体となって子ども

たちの「学ぼうとする意欲」を高めるとともに、郷土に誇りをもち、社会に貢献

できる子どもを市民全体で育てていく草津の教育を推進します。 
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取り組み 内   容 

待機児童を早期解消 既存の認可保育所において定員枠を超えた受け入れを

行います。 

具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

３ 推進事業 通常保育事業 通所人数 ○人 ○人 保育課 

 

 

取り組み 内   容 

多様な保育サービスの充実 
多種多様化する保育ニーズに迅速に対応するため、一時

保育等の事業を拡大します。 

具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

５ 推進事業 一時保育事業 箇所数 ○箇所 ○箇所 保育課 

８ 新規事業 
ショートステイ・トワイラ 

イトステイ事業 
箇所数 ＊＊＊ ○箇所 子ども家庭課 

 

 

 

 

仕事と子育ての両立をサポートする保育サービスの充実 

 内 容 

 

 主な取り組み 

 

増加する保育ニーズに迅速に対応するとともに、将来の需要に効果的かつ柔軟に対応で

きるようにするため、保育所入所枠の拡大など、待機児童を早期に解消します。 

また、多様な就労形態やニーズに合わせた保育サービスが可能となるよう、休日保育・

一時保育・病児病後児保育などを充実し、留守家庭の児童の安全で健やかな活動場所を確

保します。 
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＊コンシェルジュとは、もともとはフランス語で「大きな建物、重要な建物の門番」という意味。ホテル宿泊客へのあ

らゆる案内や対応をする「世話係」「相談承り係」という意味で使用されています。 

 
 

 

取り組み 内   容 

（仮）総合子育て支援センター構想 
子育て相談、子育て情報の提供、子育てサークル等の支

援、子育てボランティアの要請など、子育て支援の総合

的な拠点づくりを行います。 

 具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

12 新規事業 
総合子育て支援センター 

整備事業 
登録団体数 ＊＊＊ ○団体 子ども家庭課 

 

 

 

 

地域における子育て支援の充実 

 内 容 

 

 主な取り組み 

 

子どもが豊かな愛情に育まれる環境を保つため、親子がつどい交流できる場、情報発

信、相談体制のさらなる強化を図ります。 

そのため、子育てに困っている保護者や、特に孤立化し、丌安を抱えがちな在宅で乳

幼児を育てる家庭に対して、いつでも誰でも気軽に相談・交流ができ、必要な情報やサ

ポートが得られるよう、草津市における子育て拠点づくりを行います。そこでは、親と

子どもが集える場の提供や、どのような子育てサービスが地域内にあるのかなど、子育

てに関する内容について気軽に相談でき、その案内をしてくれる総合相談窓口として、

“子育てに関するコンシェルジュ＊的な役割”を有した機能システムを構築します。 

また、地域の自主的な子育て支援活動の立ち上げや、ネットワーク化を進めるため、

サークル・サロンに保育士や保健師等の専門的スタッフが出向いてアドバイスを行った

り、地域の人材育成等を行うなど、子育てに関する地域活動を推進します。 

これらの取り組みを推進していくうえで、草津市からの情報発信と、市民の意見をし

っかり受け止める環境整備が最も重要となります。子育て関連のホームページの充実を

図るなど、草津市において情報格差が生じないよう、情報受発信機能の充実も図ります。 
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取り組み 内   容 

子育て拠点施設の充実 

親子が集い交流でき、子育てに関する情報提供や育児相

談などを行う地域の子育て支援の拠点として、つどいの

広場の拡充を図ります。 

 具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

18 推進事業 つどいの広場整備事業 設置個所数 ○箇所 ○箇所 子ども家庭課 

 

 

 

取り組み 内   容 

子育て団体等の支援 

サークル・サロン活動に専門的なスタッフの派遣や活動

場所の調整、情報提供など、地域の子育て活動の担い手

である子育て団体を支援し、子育て力の向上を図りま

す。 

 具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

13 推進事業 
子育てサークル等活動 

支援事業 
派遣者数 ○人 ○人 子ども家庭課 
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取り組み 内   容 

ひとり親家庭への支援の充実 
ひとり親家庭に対して、子育て・生活支援や経済的支援

などのサポート体制を充実します。 

 具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

20 新規事業 
ひとり親家庭等民間賃貸 

住宅入居時家賃等助成事業 
助成件数 ○件 ○件 子ども家庭課 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別な配慮を要する家庭へのサポート 

 内 容 

 

 主な取り組み 

 

さまざまな背景による育児丌安の増大の中で、十分な養育ができなかったり、

なかには児童虐待に至ってしまうケースが増えています。児童虐待への予防と早

期介入による深刻化防止の重要性が広く認識されつつある中で、家庭児童相談室

の充実に加えて、直接の虐待防止だけでなく、より以前からの予防的セーフティ

ネットとして、ハイリスク家庭への訪問を含む支援のシステムづくりをめざしま

す。特に、精神的疾患や経済的困難などの育児困難感を抱える家庭への支援を強

化し、児童虐待の防止を図るとともに、虐待の早期発見・早期対応のための地域

関係機関のネットワークを充実します。 

また、ひとり親家庭や障害児等、より強力なサポートが必要な層に対する効果

的な自立支援策の充実が求められます。このため、個々に応じた相談・支援など

の自立支援を充実して、全ての子どもたちが自分自身の未来を切り拓いていく社

会をめざします。 
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取り組み 内   容 

児童虐待の予防・防止 

地域、関係機関の連携の中で児童虐待の未然防止、早期

発見、早期対応、自立支援など、適切な支援が図れるよ

う要保護児童対策を充実します。 

また、児童虐待の相談窓口の存在を広く周知するなど、

広く市民に対して、防止にかかる啓発活動を推進しま

す。 

具体的な主要事業 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

28 新規事業 
要保護児童家庭ヘルパー 

派遣事業 
派遣件数 ○件 ○件 子ども家庭課 

22 推進事業 家庭児童相談室運営事業 
虐待発見

件数 
○件 ○件 子ども家庭課 

 

 

 

取り組み 内   容 

発達障害者等支援システムの構築 

発達障害者等が安心して地域生活を送れるよう、乳幼児

から成人期に至るまでのライフステージに応じた一貫

した相談、支援を推進する。 

 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

38 推進事業 
発達障害支援センター 

運営事業 
相談件数 ○件 ○件 子ども家庭課 
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４． 施策の体系 
 
 

 （体系が確定次第、掲載いたします。） 
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次世代育成地域行動計画 前期・後期案構成対比表 
 

前回計画 後期計画（案） 

１ 輝き 子どもたちがたくましく育つことのできる環境づくり １ はぐくみ 子どもたちがたくましく育つことのできる環境づくり 

基本施策１ 多様な体験機会の充実 

基本施策２ 子どもたちの視野を広げる交流の推進 

基本施策３ 地域への愛着を育てる環境づくり 

基本施策４ 就学前教育の充実 

基本施策５ 学校教育の充実 

基本施策６ 援助を要する子どもへの支援 

基本施策７ 児童虐待の防止 

基本施策８ 次代の親を育てる教育の推進 

基本施策９ 青尐年健全育成 

基本施策 10 情報教育の推進 

基本施策１ 就学前教育の充実 

基本施策２ 学校教育の充実 

基本施策３ 次代の親を育てる教育の推進 

基本施策４ 青尐年健全育成 

基本施策５ 多様な体験機会の充実 

基本施策６ 子どもたちの視野を広げる交流の推進 

基本施策７ 地域への愛着を育てる環境づくり 

２ 健康 心身ともに健やかな育ちを支援するしくみづくり ２ すこやか 心身ともに健やかな育ちを支援する仕組みづくり 

基本施策１ 妊娠・出産への支援 

基本施策２ 子どもと家族の健康生活支援 

基本施策３ 食育の推進 

基本施策４ 子どもの心と体へのケア 

基本施策５ 小児医療体制の充実 

基本施策１ 妊娠・出産への支援 

基本施策２ 子どもと家族の健康生活支援 

基本施策３ 食育の推進 

基本施策４ 小児医療体制の充実 

 

３ 協働 子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり ３ きょうりょく 子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり 

基本施策１ 子どもの人権を守る意識づくりと子育

てへの理解の浸透 

基本施策２ 子育てに関する相談や学習機会の充実 

基本施策３ 男女がともに担う子育ての推進 

基本施策４ 地域における子育て支援のネットワー

クづくり 

基本施策５ 子育て仲間との出会いの場づくり 

基本施策６ 子育てに関する情報提供の充実 

基本施策１ 仕事と生活の調和 

基本施策２ 仕事と子育ての両立を支援する保育

サービスの充実 

基本施策３ 男女がともに担う子育ての推進 

基本施策４ 地域における子育て支援のネットワーク

の強化 

基本施策５ 子育て拠点の創出 

４ 支援 すべての子育て家庭を支援するしくみづくり 

基本施策１ 仕事と子育ての両立を支援する保育サ

ービスの充実 

基本施策２ 子育てする人の就労環境の充実 

基本施策３ すべての子育て家庭を支援するサービ

スの提供 

基本施策４ 子育ての経済的負担の軽減 

５ 安全 安全なまちづくり ４ あんしん 安全・安心なまちづくり 

基本施策１ 子どもと家族が安心して暮らせるまち

づくり 

基本施策２ 魅力ある住環境づくり 

基本施策１ 子どもと家族が安心して暮らせるまちづ

くり 

基本施策２ 援助を要する子どもへの支援 

基本施策３ 児童虐待の防止 

基本施策４ 子どもの人権を守る意識づくりと子

育てへの理解の浸透 

基本施策５ 子育てに関する相談や情報提供・学習機

会の充実 

基本施策６ 子育ての経済的負担の軽減 
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Ⅱ 各 論 
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第１章 施策の内容 
 

 

（以下の基本施策等については、子ども家庭課所管の項目を例示しています。） 

 

 

３． きょうりょく 子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくり 

 

基本施策４ 地域における子育てネットワークの強化 

 子育て支援にかかわる市民活動団体をサポートするなど、地域における子育て支援のネッ

トワークを強化します。 

 

１）地域における子育て活動団体のサポート 

 

 

 

草津市では、子育てサロンや子育てサークルなど、地域での市民の自主的な活動が活

発に展開されています。しかしながら活動場所の確保や各種講座の手配、運営にかかわ

る人材の育成等が困難な状況にあり、これらの問題を解決するための支援が求められて

います。 

また、転入者が多い本市においては、転入後に子育て支援についての行政の施策や地

域での活動の情報が得難いという声もあります。 

 

 

 

 

総合子育て支援センター（仮称）を設置し、子育てサロンやサークルの活動を支援す

る体制を強化します。例えば、活動場所の紹介や手配、出前講座の充実、保育士や保健

師を派遣しての人材育成等に努めます。 

また、子育てに関する施策や地域の活動などの情報を集約し、誰もが等しく子育て情

報を得られるしくみをつくります。 

 

 

 

具体的施策 

現  状 
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子育て家庭・市民 ＮＰＯ・市民活動団体等 行政 

サークル等への積極的な参加 サークル等の活動・立ち上げ 
サークル等の活動への支援、子育て

情報の提供 
 
 
 
 

 

 

 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

12 新規事業 
（仮称）総合子育て支援 

センター整備事業 
登録団体数 ＊＊＊ ○団体 子ども家庭課 

13 推進事業 
子育てサークル等活動 

支援事業 
派遣者数 ○人 ○人 子ども家庭課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事業 

協働の取り組み 
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基本施策５ 子育て拠点の創出 

 子育て中の親子が気軽につどえる場と、子育てに関する相談や情報収集ができる拠点を市

内に順次整備します。 

 

１）親子が気軽につどえる場の提供 

 

 

 

子育ての孤立化は深刻な問題となっています。特に幼稚園や保育所に通わない家庭に

おいては、日中の親子の居場所を確保する必要があります。 

本市では現在、さわやか保健センターで「つどいの広場」事業を展開していますが、

市内に１箇所しかないため、利用者の大半は近隣の方となっています。 

つどいの広場等の子育て拠点施設を各地域に整備することが求められています。 

 

 

 

 

気軽に親子がつどえる場、子育てに関する相談や情報収集ができる場としての拠点施

設として、「つどいの広場」や「地域子育て支援センター」を市内に順次配置していき

ます。 

 

 

 

 

 

子育て家庭・市民 ＮＰＯ・市民活動団体等 行政 

子育て拠点施設の積極的利用 子育て拠点施設の運営 子育て拠点施設の整備 
 
 

 

 

 

事業

ＮＯ 

前期から

の方向性 
事業名 

評価指標 

担当課 
指標 

実績値 

（Ｈ21） 

目標値

（Ｈ26） 

18 推進事業 つどいの広場整備事業 設置個所数 ○箇所 ○箇所 子ども家庭課 

19 推進事業 
地域子育て支援センター

整備事業 設置個所数 ○箇所 ○箇所 子ども家庭課 

具体的施策 

主な事業 

現  状 

協働の取り組み 
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第２章 目標事業量の設定 
 

（国から指定された事業について、目標事業量を設定します。）  

１． 特定 12 事業の目標事業量 

 

 ニーズ調査から現状の保育サービスのニーズ量を把握し、これを基にしながら、施設整備

の状況等を踏まえた上で、本計画の最終年度である平成 26 年の目標事業量を以下のとおり

設定し、本計画の推進を通じて達成をめざします。 

 

 単位 平成 22年度 平成 26年度 

通常保育事業    

特定保育事業    

延長保育事業    

夜間保育事業    

トワイライトステイ事業    

休日保育事業    

病児・病後児保育事業    

学童保育クラブ    

地域子育て支援センター事業    

一時預かり事業    

ショートステイ事業    

ファミリーサポートセンター事業    
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第３章 計画の推進体制 

 

１． 計画の進捗管理 

 

 

２． 行政の推進体制 

 

 

３． 連携・協働体制 

 

 


